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1. はじめに 
「気候変動に関する政府間パネル」（以下、「IPCC」という。）による第５次評価報告書（平成

25 年 5 月）では、気候システムの温暖化には疑う余地がなく、21 世紀の間、世界全体で大気・海

洋は昇温し続け、世界平均海面水位は上昇が続くであろうことなどが報告されている。 
令和 2 年 7 月には、国土交通省と農林水産省が共同で設置した「気候変動を踏まえた海岸保全

のあり方検討委員会」により、「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言」がとりまとめられ、

『海岸保全を、過去のデータに基づきつつ気候変動による影響を明示的に考慮した対策へ転換』

することが提言された。 
これを踏まえ、令和 2 年 11 月には「海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針」

（海岸保全基本方針）の変更、令和 3 年 7 月には「海岸保全施設の技術上の基準を定める省令」

の一部改正、令和 3 年 8 月には「気候変動の影響を踏まえた海岸保全施設の計画外力の設定方法

等について」の通知がなされ、気候変動の影響を考慮した計画外力の設定・見直し等を進めるこ

ととなった。 
このような状況のなか、土佐湾沿岸の海岸保全施設における気候変動適応策の検討等を行うた

め、国土交通省高知河川国道事務所及び高知県港湾・海岸課は、令和 4 年 9 月、「気候変動を踏ま

えた土佐湾沿岸海岸保全施設技術検討会」（以下、「本検討会」という。）を設置した。 
本検討会では、現時点で得られている知見や将来予測データ等に基づき、土佐湾沿岸のうち、

人口や資産が集中している中央部を対象に、気候変動を踏まえた計画外力の設定方法、防護水準

（計画高潮位、設計波、設計津波の水位等）の見直し、防護水準に対する対策方針等について検

討を行ってきた。 
これらの検討結果について、今後、気候変動による影響を踏まえた「土佐湾沿岸海岸保全基本

計画（平成 15 年 3 月策定、平成 29 年 3 月改訂）」の改訂に反映させるとともに、海岸保全にお

ける気候変動適応策を具体的に進めるために、以下のとおり、とりまとめる。 
なお、本とりまとめは、現時点で得られている知見や将来予測データ等に基づき検討したもの

であり、気候変動を踏まえた防護水準等について、今後の新たな知見や観測データ等の蓄積、将

来予測データの更新等に基づき、概ね５年毎を目安に、適宜、見直しを行っていく必要がある。 
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2. 土佐湾沿岸の概要 
土佐湾沿岸は、高知県室戸岬から足摺岬に連なる四国南部の太平洋に面した沿岸である。中央

部を流れる一級河川・仁淀川を境にして東西で様相が異なる。東部の室戸岬周辺は岩礁海岸が発

達するが、中央部にかけて礫浜へと変化し、大規模で開放的な砂浜海岸が連続する沿岸となる。

西部の仁淀川から足摺岬にかけてはリアス式海岸が続き、また、入野海岸や大岐海岸など県内有

数の砂浜海岸も点在している。 
本とりまとめの対象である中央部（高知中央地域海岸、南国香南地域海岸）では、河川からの

土砂供給量の減少、海砂利の採取、港湾施設の整備等によって海岸侵食が進行し、越波等により

海岸堤防の被災や県道の通行止め等の被害が発生している。砂浜前面の水深が比較的深く、台風

常襲地帯であるため、台風期における波浪と高潮によって甚大な被害が発生する危険性が高い地

域である。 
さらに、宝永地震 M8.6（1707 年）、安政南海地震 M8.4（1854 年）や昭和南海地震 M8.0（1946

年）など、過去幾度となく地震・津波による大きな被害を経験している。南海トラフを震源とす

る地震（発生確率は今後 30 年以内に 70～80%程度）が発生した場合、既存堤防の沈下や倒壊、

高知市中心部では広域的な地盤沈下による長期浸水（壊滅的な被害）など、地震・津波による甚

大な被害が懸念される地域でもある。 
そのため、平成 15 年 3 月に「土佐湾沿岸海岸保全基本計画」（以下、「現行計画」という。）を

策定し（平成 29 年 3 月に改訂）、高潮・波浪、侵食、地震及び津波に対する防護の目標・水準を

設定し、これまでにも海岸保全施設の整備等を行い、高潮・越波対策、侵食対策及び地震・津波

対策に取り組んでいる。 
今後、現行の海岸保全の防護水準（安全度）を将来においても確保していくため、気候変動に

よる影響を明らかにしたうえで、気候変動の影響を考慮した新たな海岸保全へ転換していく必要

がある。 

 
出典：「土佐湾沿岸海岸保全基本計画」（平成 29 年 3 月 高知県） 

図 1 土佐湾沿岸の区域 
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出典：「土佐湾沿岸海岸保全基本計画」（平成 29 年 3 月 高知県） 

図 2 土佐湾沿岸における現行の防護の目標・水準 

表 1 土佐湾沿岸における現行の防護水準（高潮・波浪、侵食） 

 
出典：「土佐湾沿岸海岸保全基本計画」（平成 29 年 3 月 高知県） 
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表 2 土佐湾沿岸における現行の防護水準（設計津波の水位） 

 
出典：「土佐湾沿岸海岸保全基本計画」（平成 29 年 3 月 高知県） 
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3. 気候変動を踏まえた計画外力の検討結果 
本検討会において、現時点で得られている知見や将来予測データ等に基づき検討した、気候変

動を踏まえた計画外力（計画高潮位、設計波、設計津波の水位）について、以下のとおり示す。 
 

3.1 気候変動を踏まえた計画外力の設定に関する基本的な考え方 
気候変動を踏まえた計画外力は、「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言」及び「気候

変動の影響を踏まえた海岸保全施設の計画外力の設定方法等について」に基づき設定する。設定

に関する基本的な考え方を以下に示す。各項目の詳細は次節にとりまとめる。 
 
(1) 気候変動シナリオ等 

計画外力の設定に当たって対象とする外力の将来予測は、「気候変動を踏まえた海岸保全の

あり方 提言」に基づき、気候変動シナリオとして RCP2.6（2℃上昇相当）とし、「日本の気

候変動 2020」等で想定されている 21 世紀末（2100 年）時点のものとする。 
なお、RCP2.6（2℃上昇相当）に基づく 2100 年時点の海岸保全の目標が現行計画の安全度

を下回らないよう留意する。 
 

(2) 気候変動を踏まえた計画外力の設定の基本的な考え方 
気候変動を踏まえた計画外力（計画高潮位、設計波、設計津波の水位）及びその設定に必

要な外力（朔望平均満潮位、高潮時の潮位偏差（以下、「高潮偏差」という。））について、そ

れぞれの将来変化を予測・設定するうえでの基本的な考え方を以下に示す。 
・朔望平均満潮位：最新の朔望平均満潮位（観測値の年変動を考慮して近 10 ヵ年の平均値

を採用）に、2100 年に予測される平均海面水位の上昇量を加える。 
・高潮偏差：地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース（以下、「d4PDF」
という。）を活用して、現在気候（過去実験）と将来気候（2℃上昇実験、2100 年時点）

の高潮偏差を推算し、現行計画と同じ安全度（計画高潮位の設定に用いている高潮偏差

の再現期間：62 年）における高潮偏差の上昇率を求め、現行計画の高潮偏差に当該上昇

率を乗じたものを基に設定する※。 
・計画高潮位：朔望平均満潮位に高潮偏差を加えるという現行計画の設定方法を踏襲し、

高知検潮所地点における 2100 年の朔望平均満潮位に 2100 年の高潮偏差を加える。 
・設計波：d4PDF を活用して、現在気候（過去実験）と将来気候（2℃上昇実験、2100 年

時点）の波高を推算し、現行計画と同じ安全度（再現期間：30 年）における波高の上昇

率を求め、現行計画の設計波の波高に当該上昇率を乗じたものを基に設定する※。 
・設計津波の水位：2100 年に予測される平均海面水位の上昇量を考慮した津波シミュレー

ション結果を基に設定する。 
※d4PDF を活用した現在気候の推算結果は、推算方法等の影響により現行計画の値と完全

には一致しないため、気候変動後の値は、d4PDF を活用した将来気候の推算結果から設

定するのではなく、現在気候と将来気候の推算結果の上昇率を基に設定することとした。 
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＜コラム：土佐湾沿岸中央部の現行計画（計画高潮位）＞ 

 

■土佐湾沿岸中央部の現行計画（高潮偏差） 

 ○土佐湾沿岸中央部における現行計画の計画高潮位は、昭和 47 年に開催された土佐湾

高潮対策技術会議等で以下のとおり設定されている。 
  ・計画高潮位：T.P.+2.46m 
   桂浜検潮所（閉局）の朔望平均満潮位※1＋既往の高潮偏差の最大値※2より設定 
   ※1：S25～S35 の桂浜検潮所の朔望平均満潮位の平均値（T.P.+1.00m） 
   ※2：S25～S45 の桂浜検潮所の観測値と S25 以前の推定値（簡易式）より、昭和 45

年台風 10 号を除き最大となる M35.9.7 の推定値（1.46m） 
     既往最大の高潮偏差は昭和 45 年台風 10 号の 2.35m（桂浜検潮所の推定値）で

あるが、土佐湾高潮対策技術会議等では生起確率が非常に小さいため棄却 
 
■現行計画の高潮偏差の安全度（再現期間：62年） 

 ○現行計画の高潮偏差 1.46m の安全度（再現期間）はこれまで整理されていないことを

踏まえ、本検討会において、高潮偏差の将来変化を予測・設定するため、観測データ

を基に極値統計解析を実施し、安全度（再現期間）を算定した。 
 ○桂浜検潮所は閉局のため、近傍の高知検潮所（S24～R3、4 年欠測）の気象庁公表デ

ータ（1 時間間隔）より高潮偏差の年最大値を整理し極値統計解析（極値Ⅱ型、k=3.33）
を行った結果、現行計画の高潮偏差 1.46m の再現期間は、62 年となる。 

 

図 3 高潮偏差の極値統計解析結果（高知検潮所） 
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3.2 平均海面水位の上昇量・朔望平均満潮位の変化 
■平均海面水位の上昇量 

将来予測される平均海面水位の上昇量は、「日本の気候変動 2020」に示される RCP2.6（2℃
上昇相当）における予測結果のうち、土佐湾沿岸が位置する領域Ⅲの平均値である 0.39m を

採用する。 
この値は、20 世紀末（1986～2005 年）から 21 世紀末（2081～2100 年）までの 96 年間

の上昇量であることを踏まえ、2100 年までの平均海面水位の上昇量は、2020 年を起点とし、

0.33m（0.39m×80 年/96 年）と設定する。 
■朔望平均満潮位 

2100 年の朔望平均満潮位は、2020 年を起点とし、高知検潮所における近 10 ヵ年（2011～
2020 年）の朔望平均満潮位の平均値 T.P.+0.97m（現行計画の朔望平均満潮位は 1950～1960
年の桂浜検潮所の平均値T.P.+1.00mが設定されているが、60年以上前の観測データであり、

かつ桂浜検潮所は閉局しているため、近傍の高知検潮所における最新の観測データを採用）

に、2100 年までの平均海面水位の上昇量 0.33m を加えた、T.P.+1.30m と設定する。 
＜留意点＞ 

 ・今後の新たな知見や観測データの蓄積等により変わる場合があるため、概ね５年毎を目安

に、適宜、見直しを行う必要がある。ここでは、平均海面水位の上昇量は RCP2.6（2℃上

昇相当）における平均値を基に設定しているが、今後上昇量が大きくなることも想定され

るため、特に留意する必要がある。 
 ・土佐湾沿岸では、南海トラフ地震の影響により、周期的な地殻変動等が発生しており、観

測される潮位データに影響を及ぼす可能性があることにも留意する必要がある。 

表 3 日本沿岸において将来予測される平均海面水位の上昇量 

 

 
図 4 高知検潮所における朔望平均満潮位の変化（観測値、将来変化） 

20世紀末（1986～2005年の平均） ～ 21世紀末（2081～2100年の平均） ※96年間時期

世界の
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検潮所16地点
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2℃上昇シナリオ
（RCP2.6）
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4℃上昇シナリオ
（RCP8.5）

出典：「日本気候変動2020 大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書(詳細版)（2020年12月） pp.154～156 気象庁」
「気候変動に関する政府間パネル（IPCC） 変化する気候下での海洋・雪氷圏に関するIPCC特別報告書（2020年度) p.73 環境省」
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3.3 高潮偏差・波浪（波高、周期）の変化 
■検討方法（概要） 

高潮偏差や波浪の将来変化量の推算方法については、「気候変動の影響を踏まえた海岸保全

施設の計画外力の設定方法等について」に示される「B-1 全球気候モデル台風」を適用した。 
具体的には、d4PDF から土佐湾に影響を及ぼす台風を抽出し、このうち 100 台風について

高潮・波浪シミュレーションを行い、その結果から観測所等の評価地点において中心気圧や

風速等から高潮偏差・波高を推定できる簡易推定式を構築し、この簡易推定式を用いて土佐

湾沿岸に影響を及ぼす台風の現在気候（過去実験）と将来気候（2℃上昇実験、2100 年時点）

の高潮偏差・波高を比較することで、現行計画と同じ安全度において将来予測される高潮偏

差・波高の変化率を推算した。 
■高潮偏差 

高知検潮所の高潮偏差（再現期間：62 年）は、現在気候（過去実験）と将来気候（2℃上昇

実験、2100 年時点）を比較すると、12%の上昇となる。 
よって、気候変動を踏まえた計画外力としての 2100 年の高潮偏差（高知検潮所、再現期

間：62 年）は、現行計画の 1.46m に 12%の上昇率を乗じ、1.64m となる※。 
■波浪（波高、周期） 

高知港波浪観測所の波高（再現期間：30 年）は、現在気候（過去実験）と将来気候（2℃上

昇実験、2100 年時点）を比較すると、2%の上昇となる。 
よって、気候変動を踏まえた計画外力としての 2100 年の波高（高知港波浪観測所、再現期

間：30 年）は、現行計画 13.0m の計算値である 12.6m に 2%の上昇率を乗じ、13.0m となる

※。周期は、気候変動後の波高と周期の関係式を作成し、現行計画の波高と周期の関係式との

比較を行ったところ同程度であったため、現行計画と同じ 15.5 秒を設定する。 
＜留意点＞ 

 ・今後の新たな知見や将来予測データの更新等により変わる場合があるため、概ね５年毎を

目安に、適宜、見直しを行う必要がある。現時点では高潮偏差・波高の将来変化は不確実

性が大きいと考えられるため、特に留意する必要がある。 
 ・d4PDF に比べて、高潮・波浪シミュレーションによる風速の将来変化が小さくなったこ

とから、d4PDF を用いた風速補正を行った。特に瀬戸内海側等の陸地影響の大きい他沿

岸等では、地形特性を踏まえて適用性を十分検討する必要がある。 

 
図 5 高潮偏差（高知検潮所）及び波高（高知港波浪観測所）の推算結果※ 

※d4PDF を活用した現在気候の推算結果は、推算方法等の影響により現行計画の値と完全には一致しないため、将来気候
の推算結果をそのまま設定するのではなく、現在気候と将来気候の推算結果の上昇率を求め、現行計画の値に上昇率を
乗じることとした。そのため、図 5 に示す推算結果の値と気候変動を踏まえ設定した計画外力の値が異なっている。 
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＜コラム：d4PDF の概要と抽出した土佐湾に影響を及ぼす台風＞ 

 

■d4PDF の概要 

 ○d4PDF（地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース：database for 
Policy Decision making for Future climate change）には、高解像度大気モデルによ

る海面水温の将来変化（SST）等の条件に応じた多数の数値実験結果（気圧・風速等）

が含まれている（d2PDF/d4PDF と表記される場合もあるが、d4PDF と呼ぶ）。 
○現在気候に当たる過去実験（6000 ケース＝60 年間×100 摂動）、将来を想定した 2℃
上昇実験（3240 ケース＝60 年間×6SST×9 摂動）及び 4℃上昇実験（5400 ケース＝

60 年間×6SST×15 摂動）が存在する。 
 ○水平解像度約 60kmの全球実験（AGCM）と水平解像度約 20kmの領域実験（NHRCM）

があり、本検討会では全球実験（AGCM）より抽出され以下により公開されている台

風トラックデータ（台風の中心位置、中心気圧、最大風速のみ収録）を使用した。 
＜気候変動データセット 2022：https://diasjp.net/ds2022/＞ 
 

■d4PDF の台風トラックデータより抽出した土佐湾に影響を及ぼす台風 

 ○台風トラックデータより、土佐湾の高潮・高波に影響を及ぼし得る台風として、足摺

岬・室戸岬から東西に 600km（同範囲を通過した過去の実績台風の中から観測以降最

大の暴風半径を設定）の範囲で、足摺岬の緯度を通過する台風を抽出した。 
 ○抽出した結果、過去実験は 20,554 個、2℃上昇実験は 9,097 個、4℃上昇実験は 11,117

個の台風が対象となった。 
 ○それぞれの年間発生個数は、過去実験は 3.43 個/年、2℃上昇実験は 2.81 個/年、4℃上

昇実験は 2.06 個/年となり、将来的に減少傾向にあることが確認できる。 
 

 
図 6 d4PDF の台風トラックデータより抽出した土佐湾に影響を及ぼす台風 



 10

＜コラム：d4PDF を用いた風速補正＞ 

 

■経験的台風モデルによる推算風速と d4PDF の風速の比較 

 ○本検討会では、d4PDF の台風トラックデータに含まれる台風の中心気圧を用いて、

Myers 式・経験的台風モデルにより気圧・風速を推算している。 
○検討会において、経験的台風モデルより推算した風速と d4PDF に含まれる風速を比

較した結果、過去実験から将来実験への風速の将来変化は、経験的台風モデルより推

算した風速の方が小さくなることが確認された。 

 
図 7 経験的台風モデルによる推算風速と d4PDF の風速の比較 

 
■d4PDF を用いた風速補正 

 ○経験的台風モデルでは気候変動による将来の風速変化を適切に表現できない恐れがあ

るため、本検討会では、経験的台風モデルより推算した風速を d4PDF の台風トラッ

クデータに含まれる最大風速によって補正することとした。 
○本検討会における風速の補正は、台風毎に、経験的台風モデルと d4PDF の最大風速

の時間毎の乖離率を求め、経験的台風モデルより推算した同時刻の風速場全体に一律

補正する方法を採用した。 

  
図 8 d4PDF を用いた風速補正の考え方 
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3.4 津波水位の変化 
■検討方法（概要） 

土佐湾沿岸中央部を対象に、平均海面水位の上昇を考慮した津波シミュレーションを実施

した。検討方法（解析手法、地形・堤防条件等）は現行の設計津波の水位の設定方法に準拠

した。初期潮位は 2100 年の朔望平均満潮位 T.P.+1.30m（現行計画では朔望平均満潮位とし

て高知検潮所の 10 ヶ年（2002～2011）の平均値である T.P.+0.93m が設定されており 0.37m
上昇）を設定した。対象津波は、2003 年中央防災会議公表の東南海・南海地震連動（現行計

画では東南海・南海地震連動と東海・東南海・南海地震連動のうち津波水位が高い方を設定

しており、土佐湾中央部では東南海・南海地震連動を採用）とした。地形条件は、2012 年に

内閣府（南海トラフ巨大地震モデル検討会）により公開された地形データを使用した。 
現行の設計津波の水位の設定方法については、以下に示す「高知県地震・津波防災技術検

討委員会」の資料を参考にされたい。 
＜高知県地震・津波防災技術検討委員会＞ 
 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/175001/2021070600295.html 

■津波水位 

土佐湾沿岸中央部での気候変動後の津波水位の上昇量（海岸毎の平均値）は、平均海面水

位の上昇量 0.37m と同程度以下となるが、仁ノ海岸の上昇量が他海岸に比べて大きくなるな

ど、局所的には上昇量が大きい箇所もある。これらは、地形や構造物の影響、特に平均海面

水位の上昇により水面に対する海岸線付近の地形が変化すること等によるものと考えられる。 
気候変動後の津波水位（海岸毎の平均値）は、現行の設計津波の水位（地域海岸毎の計算

結果の最高値を切り上げたもの）を上回る結果ではなかったことから、気候変動を踏まえた

計画外力としての設計津波の水位は、当面は現行の設計津波の水位 T.P.+8.0m を踏襲する。 
＜留意点＞ 

 ・今後の新たな知見や将来予測データの更新等によりが変わる場合があるため、概ね５年毎

を目安に、適宜、見直しを行う必要がある。 
 ・南海トラフ地震について、今後 30 年間で 70～80%程度の確率で発生することが予想され

ていることから、今後の発生状況も踏まえながら、適切な見直しを行う必要がある。 
 

 
図 9 津波水位及び津波水位の上昇量の推算結果（各海岸の平均値） 
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4. 土佐湾沿岸中央部における気候変動を踏まえた防護水準（案） 
以上の検討結果を踏まえ、土佐湾沿岸中央部の気候変動を踏まえた防護水準（案）を以下に示

す。 
 

4.1 気候変動を踏まえた防護水準（案） 
○土佐湾沿岸中央部の気候変動を踏まえた防護水準は、RCP2.6（2℃上昇相当）における 2100

年時点の予測結果を基に設定する。 

○ただし、今後の新たな知見や観測データの蓄積等に基づき、概ね５年毎を目安に、適宜、見

直しを行う。 

○南海トラフ地震発生直後に計画規模に相当する高潮・高波（台風）が同時に発生する確率は

非常に小さいため、これらの同時生起に対応する施設整備は行わない。 

○なお、土佐湾沿岸は、南海トラフ地震に伴って周期的な隆起・沈降を繰り返しており、地震

時に急激な変化（広域地殻沈降等）が発生するものの、その後、土佐湾沿岸中央部では徐々

に元の地盤に戻る傾向にあることが確認されている。ただし、土佐湾沿岸東側の室戸岬周辺

では現状において周期的な変動の最中にある可能性があり変動量も大きいため、今後の海岸

保全施設の計画・設計においてはこれらの地殻変動の状況に留意する必要がある。 

 
表 4 土佐湾沿岸中央部における防護水準の改訂内容（案） 現行計画からの変更箇所：赤字 

高潮・波浪 

侵食 
設計津波

の水位 計画高潮位 
設計波（高知港水深 25m 地点） 

高知港水深 25m
地点の波高 

高知港水深 25m
地点の周期 

計画安全度 

T.P.+2.94m 
※1 

13.0m 15.5 秒 1/30 確率 
現状の汀線維持 

もしくは 

必要に応じた汀線の回復 

T.P.+8.0m 
※2 

上記については、RCP2.6(2℃上昇)における 2100 年時点の予測結果を基に設定。 

ただし、現時点の知見に基づき予測したものであり、今後の新たな知見や観測データの蓄積等に

より変わる場合があるため、概ね５年毎を目安に、適宜、見直しを行う。 

※１：計画高潮位について、施設整備にあたっての段階的な防護水準は、2100 年時点での平均

海面水位の上昇量に、施設整備時点及び施設の耐用年数に応じた高潮偏差の増大量を加え

て設定する。設定にあたっては、設計着手時点での新たな知見や地域特性等も踏まえるも

のとする。 

※２：設計津波の水位は、2012 年に内閣府（南海トラフ巨大地震モデル検討会）が公表した津

波解析データの地形を基本として、地震時に生じる急激な地殻変動（広域地殻沈降、現時

点で想定される最大値）を反映し、2100 年の朔望平均満潮位（T.P.+1.30m）を考慮した

津波シミュレーションの結果を基に設定。ただし、海岸保全施設の整備状況や地形の特性

等により、局所的に設計津波の水位を超える場合には必要に応じて対策を行う。また、今

後、平均海面水位の上昇量や海浜地形が大きく変わる場合には、その状況を反映した津波

シミュレーション等を行い、設計津波の水位について、適宜、見直しを行うものとする。 

  



 13

表 5 土佐湾沿岸中央部における気候変動を踏まえた防護水準（案）の設定の考え方 

項目 現行計画値 
2100 年時点の 
防護水準（案） 
（2℃上昇） 

防護水準（案）の設定の考え方 

朔望平均 
満潮位 

T.P. +1.00(m) T.P.+1.30(m) 

・2100 年の朔望平均満潮位は、2020 年
を起点とし、高知検潮所における近 10
ヵ年（2011～2020 年）の朔望平均満潮
位の平均値 T.P.+0.97m（現行計画の朔
望平均満潮位は 1950～1960 年の桂浜
検潮所の平均値 T.P.+1.00m が設定さ
れているが、60 年以上前の観測データ
であり、かつ桂浜検潮所は閉局してい
るため、近傍の高知検潮所における最
新の観測データを採用）に、2100 年ま
で の 平 均 海 面 水 位 の 上 昇 量
0.33m(1996～2091年の上昇量0.39m×
80 年/96 年）を加えた、T.P.+1.30m と
設定。 

高潮偏差 1.46(m) 1.64(m) 

・高潮偏差（高知検潮所）は、現行計画
（1.46m）に、現行計画の安全度（再現
期間：62 年）において 2100 年に予測
される変化率（12%上昇）を考慮し設
定。 

・2100 年の高潮偏差は、現行計画 1.46m
×1.12＝1.64m。 

計画高潮位 T.P.+2.46(m) T.P.+2.94(m) 
・計画高潮位は、2100 年の朔望平均満潮
位（T.P.+1.30m）に 2100 年の高潮偏
差（1.64m）を加えて設定。 

設計波 
高知港水深 25m
地点の波高 
（1/30） 

13.0(m) 13.0(m) 

・設計波の波高（高知港水深 25m 地点）
は、現行計画の計算値（12.6m）に、現
行計画の安全度（再現期間：30 年）に
おいて2100年に予測される変化率（2%
上昇）を考慮し設定。 

・2100 年の波高（高知港水深 25m 地点）
は、現行計画の計算値 12.6m×1.02＝
12.9m となり、現行計画と同程度とな
るため、現行計画を設定。 

設計波 
高知港水深 25m
地点の周期 
（1/30） 

15.5(秒) 15.5(秒) 

・設計波の周期（高知港水深 25m 地点）
は、2100 年に予測される波高（高知港
水深 25m 地点）が現行計画と同程度で
あるため、現行計画(15.5 秒)を設定。 

設計津波 
の水位 

T.P.+8.0(m) T.P.+8.0(m) 

・設計津波の水位は、2100 年の朔望平均
満潮位（T.P.+1.30m）を考慮した津波
シミュレーション結果を基に設定。 

・ただし、2℃上昇時の津波水位の上昇量
（海岸毎の平均値）は、現行の設計津
波の水位を上回る結果ではなかった
ことから、当面は現行の設計津波の水
位（T.P.+8.0m）を踏襲する。 

・なお、海岸保全施設の整備状況や地形
の特性等により、局所的に設計津波の
水位を超える場合には必要に応じて
対策を行う。 
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4.2 段階的な防護水準（計画高潮位） 
気候変動には不確実性があることから将来の予測結果が変わる可能性があり、また、海岸保全

の対策範囲は広範囲にわたり対策実施には長期間を要することから、計画高潮位について、以下

の考えに基づき、段階的な防護水準を設定する。 
 
〇平均海面水位は、既に明瞭な上昇傾向があり、今後も上昇することが確実である。また、平

均海面水位の上昇量は、RCP2.6（2℃上昇相当）における平均値を基に設定しているが、今

後上昇量が大きくなることも想定される。そのため、施設の整備時期や耐用年数にかかわら

ず、2100 年時点の平均海面水位の上昇量（0.33m）を予め見込む。 

○一方、高潮偏差の増大は、現時点では平均海面水位の上昇に比べて確実性が低い。そのため、

施設の整備・更新までには時間を要することも踏まえ、d4PDF を活用し設定した高潮偏差の

増大量を段階的に見込んだ防護水準を設定する。 

○具体的には、高潮偏差は 2100 年まで線形的に上昇すると仮定し、施設整備時点及び施設の

耐用年数（一般的な供用期間である 50 年を基に長寿命化計画に基づく施設の健全度評価結

果等を踏まえ設定）に応じた増大量を見込む。 

○また、防護水準は、今後の新たな知見や観測データの蓄積等に基づき、概ね５年毎を目安に、

適宜、見直しを行っていく。 

 

  

図 10 段階的な防護水準（計画高潮位）のイメージ 

  

平均海面水位の上昇量
（0.33m ※2100年時点）

高潮偏差
（1.64m ※2100年時点）
（1.46m ※2020年時点）

2020年 2100年
(防護水準)

2080年
(供用完了)

最新の朔望平均満潮位
（T.P.+0.97m ※2011～
2020年の平均値）

耐用年数(50年)

高さ

供用完了時
に想定する
上昇量

2030年
（施設整備）

必要に応じて新たな知見等
を見込み見直し
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4.3 海岸保全基本計画の見直し 
本検討会でとりまとめた気候変動を踏まえた防護水準（案）は、現時点で得られている知見や

将来予測データ等に基づき設定したものであり、気候変動は長期的に発現することを踏まえると、

今後の新たな知見や観測データの蓄積等に基づき、概ね５年毎を目安に、適宜、見直しを行って

いく必要がある。 
併せて、今後、社会経済状況や背後地の人口、社会インフラの整備状況、土地の利用状況等が

変化することも想定されることから、防護水準だけではなく、気候変動への適応策や対策の実施

時期・優先順位なども含め、例えば、IPCC 評価報告書や「日本の気候変動 2020」は５年程度で

更新されること等を踏まえ、海岸保全基本計画の内容や進捗状況を点検する等したうえで、概ね

５年毎を目安に、適宜、計画を見直し、順応的な管理を推進する必要がある。 
 
 
4.4 モニタリング 
気候変動の影響を考慮した新たな海岸保全の実施や海岸保全基本計画の見直しに向けては、気

候変動の不確実性、外力や海浜地形の将来変化等、現時点では不明確な部分が多いことを踏まえ、

新たな知見や観測データ等を蓄積していくことが重要である。 
特に、海岸域では、対象とする範囲が広範囲にわたり、水深変化も大きく複雑な地形特性を有

する箇所も存在するため、グリーンレーザーやドローン等の最新技術も活用しながら、高精度、

かつ、効果的・効率的なモニタリングを実施していく必要がある。 
また、海岸保全施設の老朽化が急速に進行しているなか、気候変動への適応策に今後取り組ん

でいくためには、予防保全の観点から長寿命化計画等に基づき施設の維持管理を適切に実施して

いくことが重要であることから、施設の老朽化状況等に関するモニタリングも実施していく必要

がある。 
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5. ハード・ソフト対策を組み合わせた気候変動への適応策 
土佐湾沿岸中央部の気候変動を踏まえた防護水準（案）を基に、今後取り組んでいくハード・

ソフト対策を組み合わせた気候変動への適応策をとりまとめる。 
 

5.1 気候変動への適応策に関する基本的な考え方 
■基本的な考え方 

○気候変動には不確実性があること等から、段階的な防護水準を設定し段階的なハード対

策を実施していく必要がある。 

○その際、ハード対策のみで防御できるレベルには限界があること、ハード対策の完了ま

でには時間を要すること等を踏まえ、ハード対策だけでなくソフト対策についても適切

に組み合わせる必要がある。 

○また、ハード・ソフト対策の検討にあたっては、社会経済状況や背後地の人口、社会イ

ンフラの整備状況、土地の利用状況等の将来変化についても考慮することが重要である。 

○ハード・ソフトの対策について、今後の新たな知見や観測データの蓄積等も踏まえ、概

ね５年毎を目安に、適宜、見直しを行っていく。 

 

■ハード対策 

○ハード対策は、2100 年時点の防護水準を目標に進めるが、気候変動には不確実性がある

こと、海岸保全の対策範囲は広範囲にわたり対策実施には長期間を要することから、施

設の耐用年数、背後地の将来変化等も考慮し、段階的な防護水準を設定し段階的な対策

を実施していく。 

○その際、気候変動の不確実性等を踏まえ、将来の施設改良等を考慮した手戻りのない（施

設改良等が容易な）構造等を適用していくとともに、粘り強い構造の堤防整備等につい

ても取り組んでいく。 

○対策の実施にあたっては、施設の耐用年数（50年程度）、災害発生の危険度、地域毎の特

性（背後地の人口、社会インフラの整備状況、土地の利用状況）等を踏まえ、効果的・効

率的な対策となるよう整備時期・整備水準や実施箇所の優先順位についても検討してい

く。整備時期・整備水準の決定については、リアルオプション分析等の新しい考え方に

ついても必要に応じて参考にする。 

○また、段階的な対策を計画的に実施していくためには施設の健全度が適切に確保されて

いることが前提となるため、予防保全の観点から長寿命化計画等に基づき施設の維持管

理を適切に実施していくとともに、ライフサイクルコストが最小となる施設整備や維持

管理を進めることも重要となる。 

○さらに、堤防等の高さの確保等による防護だけでなく、総合土砂管理や順応的砂浜管理

等も含めた面的防護を進めていく。 

○設計着手にあたっては、その時点の新たな知見や観測データ、地域特性等を踏まえる。 
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■ソフト対策 

○海岸保全の対策範囲は広範囲にわたり対策実施には長期間を要すること、施設のみで防

御できるレベルには限界があることを踏まえ、ハード対策だけでなくソフト対策につい

ても適切に組み合わせる必要がある。 

○また、ソフト対策については、長期的な視点から関連する他分野とも連携することが重

要であることから、国と県と市がそれぞれの役割のもと密接に連携し、高潮浸水想定区

域の指定、津波災害警戒区域の見直し、津波災害特別警戒区域の指定、ハザードマップ

や避難計画の作成、土地利用規制や事前復興計画も踏まえた防災まちづくり等の都市計

画との調整等、総合的な対策を行う必要がある。 

 

■ハード・ソフト対策の適切な組み合わせ 

○気候変動の影響を考慮した外力に対応するためには、ハード・ソフト対策を適切に組み

合わせることが重要であるが、避難体制や土地利用の状況を踏まえてハード対策を検討

する必要がある一方、その逆にハード対策の効果の限界を前提として避難体制の構築や

まちづくりを進める必要もある。 

○ハード・ソフト対策の組み合わせの検討にあたっては、まずは、外力の規模だけでなく

その発生確率と発生する人的・経済的被害をかけあわせた地域の災害リスクを定量化し、

その上でハード対策、ソフト対策のそれぞれの限界を認識して適切な組み合わせを提示

し、避難や土地利用といったソフト対策との関係性のなかで堤防高等のハード対策を決

定することが重要である。 

○その際、予算制約、海岸の機能の多様性への配慮、環境保全等を総合的に考慮し、計画

外力を一定の頻度で発生するいわゆるＬ１（レベル１）よりも低い水準とすることも、

警戒避難体制を充実させること等とセットで、地域の合意があれば可能であることにも

留意する。 

○具体的な決定手法については、以下に示す土木学会減災アセスメント小委員会がとりま

とめた「津波に対する海岸保全施設整備計画のための技術ガイドライン」が参考となる。 

 ＜津波に対する海岸保全施設整備計画のための技術ガイドライン＞ 

https://coastal.jp/files/202106Technical_Guideline_for_Planning_of_Coastal_P

rotection_Facilities_against_Tsunami.pdf 
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＜コラム：気候変動適応策に関する事例＞ 

 
  

■気候変動適応策の考え方と取り得る気候変動適応策（事例） 

 ○「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員会」において、気候変動適応策の考

え方と取り得る気候変動適応策（事例）が示されている。 
 ○土佐湾沿岸においても、これらの事例を踏まえながら、ハード対策やソフト対策を適

切に組み合わせた気候変動適応策を講じていく必要がある。 

 
出典：「第 5 回 気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員会（R2.5） 資料-5」 

図 11 気候変動適応策の考え方の事例 

 
出典：「第 7 回 気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員会（R2.6） 資料-5」 

図 12 取り得る気候変動適応策（事例） 
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5.2 高潮・高波に対する対策（案） 
■現況堤防高の評価結果と想定される対策 

○「4.1 防護水準（案）」で設定した防護水準（案）を基に、気候変動の影響を考慮した波

のうちあげ高を改良仮想勾配法により算定した。 

○波のうちあげ高の算定は、各外力の変化が施設機能に与える影響を段階的に評価するた

め、① 平均海面水位の上昇、② ①＋高潮偏差の増大を考慮したケースで実施した。な

お、平均海面水位の上昇に伴う汀線後退により波のうちあげ高は更に上昇するが、汀線

後退は波向の変化等にも影響を受けるなど、現時点では不明確な部分が多いことから、

引き続き、検討する必要がある。 

○気候変動の影響を考慮した波のうちあげ高（将来の必要天端高）に対しては、多くの海

岸において現況堤防高のままでは堤防高が不足する結果となる。 

○このため、2100 年までには、堤防の嵩上げ、離岸堤の嵩上げ、ヘッドランドの改良、養

浜等の順応的な砂浜管理、さらには山地から海岸までの総合土砂管理等の気候変動に適

応するための追加のハード対策が必要となる。 

○ただし、想定よりも砂浜が減少する場合や、また、既往最大の高潮偏差は昭和 45年台風

10 号の 2.35m（桂浜検潮所の推定値）であり、気候変動を考慮した高潮偏差（1.64m）よ

りも大きな高潮偏差が過去発生していることを踏まえ、将来においても計画規模を超え

る高潮や最大クラスの高潮が発生する可能性があること等も念頭に、ソフト対策を適切

に組み合わせることも必要となる。 

○ソフト対策については、高潮浸水想定区域の指定、ハザードマップや避難計画の作成、

土地利用規制などの都市計画との調整、防護ラインの見直し、浜堤の保全、津波避難タ

ワーの高潮避難での活用を想定した改良など、実現性を踏まえながら必要に応じて検討

を行っていく。 

○また、対策については、今後の新たな知見や観測データの蓄積等も踏まえ、概ね５年毎

を目安に、適宜、見直しを行っていく必要がある。 

表 6 現況堤防高の評価結果と想定されるハード対策（案） 

  

2100年までに想定されるハード対策（案）

波のうちあげ高に対する現況堤防高の評価結果

海岸 ②
①＋高潮偏差の増大

を考慮した場合

①
平均海面水位の上昇

を考慮した場合

・順応的な砂浜管理（養浜等）堤防高満足堤防高満足新居海岸

‧ 堤防嵩上げ
‧ 離岸堤の嵩上げ等
‧ 順応的な砂浜管理（養浜等）

堤防高満足堤防高満足仁ノ海岸

‧ 堤防嵩上げ
‧ ヘッドランドの改良等
‧ 順応的な砂浜管理（養浜等）

堤防高不足
（最大0.56m）

堤防高不足
（最大0.15m）

戸原海岸

‧ 堤防嵩上げ
‧ ヘッドランドの改良等
‧ 順応的な砂浜管理（養浜等）

堤防高不足
（最大0.67m）

堤防高不足
（最大0.34m）

長浜海岸

‧ 堤防嵩上げ
‧ 離岸堤の嵩上げ等
‧ 順応的な砂浜管理（養浜等）、総合土砂管理等

堤防高不足
（最大0.27m）

堤防高満足
十市前浜海岸
(西側、国管理)

‧ 堤防嵩上げ
‧ 離岸堤の嵩上げ等
‧ 順応的な砂浜管理（養浜等）、総合土砂管理等

堤防高不足
（最大1.06m）

堤防高不足
（最大0.60m）

十市前浜海岸
(東側、県管理)

‧ 堤防嵩上げ
‧ 離岸堤の嵩上げ等
‧ 順応的な砂浜管理（養浜等）、総合土砂管理等

堤防高不足
（最大1.17m）

堤防高不足
（最大0.59m）

香南海岸
(吉川・赤岡・岸本)

※本結果は、現行計画（現在実施中）の海岸保全施設整備事業の完了を想定した断面（既往の高知海岸保全技術
検討委員会での等深線変化モデルによる事業完了後の砂浜幅の予測値）を設定し、現状の施設状況（堤防、離
岸堤等）に基づいて検討したものである。今後の施設整備の状況によっては、結果が変わる可能性がある。 
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5.3 侵食に対する対策（案） 
■気候変動の影響による海岸侵食と想定される対策 

○平均海面水位が今後も上昇することは確実であり、平均海面水位の上昇によって、砂浜

の水没及び土砂移動による汀線後退（Bruun 則により算定すると 10m 程度になると想定

される）が進み、今後、海岸侵食がさらに進行することが予想されることから、侵食対

策を進めていくことはますます重要となる。 

○一方、海岸侵食は、平均海面水位の上昇だけでなく、波向の変化にも影響を受ける。た

だし、現時点では不明確な部分が多いことから、今後の新たな知見や観測データの蓄積

等も踏まえ、引き続き、検討する必要がある。 

○気候変動の影響を考慮した侵食対策については、汀線の維持または回復を目標とし、離

岸堤の嵩上げやヘッドランドの改良等を行うとともに、養浜等の順応的な砂浜管理（養

浜にあたっては養浜材料の確保やストックヤードの整備も重要）、さらには総合土砂管理

による海岸域への土砂の供給に取り組むなど、総合的な対策を行う必要がある。 

○また、海岸侵食が進行し海岸堤防前面の水深が深くなると、基礎部の露出等により海岸

堤防が被災することや、平均海面水位の上昇量以上に波のうちあげ高が増大する危険性

が高まることも想定される。 

○このため、海岸保全基本方針に示されている「予測を重視した順応的砂浜管理」の考え

方に沿って、継続的なモニタリングにより海浜地形の変化や越波の状況を適切に把握し

つつ、海浜地形の将来変化の予測に基づき必要に応じた対策を実施し、さらに、その効

果をモニタリングで確認し、次の対策を検討していく必要がある。 

 
 

5.4 津波に対する対策（案） 
■現況堤防高の評価結果と想定される対策 

○気候変動後の津波水位（海岸毎の平均値）は、現行の設計津波の水位を上回る結果では

なかったことから、基本的には気候変動に適応するための追加のハード対策は必要ない。 

○ただし、今後、詳細な検討を行った結果、海岸保全施設の整備状況や地形の特性等によ

り、局所的に設計津波の水位を超える場合には、堤防の嵩上げ等の気候変動に適応する

ための追加のハード対策が必要となる。 

○また、今後の新たな知見や観測データの蓄積等も踏まえ、平均海面水位の上昇量や海浜

地形が大きく変わる場合には、その状況を反映した津波シミュレーション等を行い、設

計津波の水位や追加のハード対策について、適宜、見直しを行っていく必要がある。 

○なお、設計津波の水位は比較的頻度の高い数十年から百数十年の頻度で発生している津

波を対象にしており、設計津波以上の規模の津波（最大クラスの津波等）に対しては住

民避難等のソフト対策で対応する必要がある。 
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5.5 段階的な対策の考え方 
■段階的な対策の必要性 

○気候変動を踏まえた海岸保全施設の整備・更新は、RCP2.6（2℃上昇相当）に基づく 2100

年時点の防護水準を目標に進めるが、気候変動には不確実性があること、対策範囲は広

範囲にわたり対策実施には長期間を要することから、施設の耐用年数、背後地の将来変

化等を考慮し、段階的な防護水準を設定し段階的に対策を実施していく必要がある。 

○また、効果的・効率的な対策となるよう、ハード対策の実施時期、整備水準、実施箇所

の優先順位も設定していく必要がある。 

 

■段階的なハード対策の検討方法 

○段階的な対策の検討では、まずは施設毎の更新時期（耐用年数を迎える時期(一般的な供

用期間である 50 年を基に長寿命化計画に基づく施設の健全度評価結果等を踏まえ設定)）

を整理するとともに、2100 年時点の平均海面水位の上昇量と高潮偏差の増大量を基に、

現況堤防高では堤防高が不足する箇所や時期、更新後の堤防が再び耐用年数を迎える時

に必要となる防護水準（計画高潮位）を、予め確認・設定する。 

○その上で、この段階的な防護水準に対応するための対策を設定する。その際、施設の健

全度（実際の耐用年数）、事後的な対策の難易度（堤防、離岸堤の嵩上げ等のように比較

的柔軟な対応が可能な施設であるか、水門の門柱や基礎等のように対応に手戻りが生じ

る施設であるか等）、背後地の将来変化等も考慮し、ハード対策の整備水準（堤防の嵩上

げにおいて、最終的な堤防高に対してどの程度嵩上げするのか、一度に整備するのかな

ど）を検討するともに、土地利用規制などソフト対策による対応についても検討する。 

○また、ハード対策の検討にあたっては、近年、企業において将来の不確実性を伴う投資

戦略や事業展開の判断に用いられているリアルオプションという分析手法を導入し、複

数の整備手順から便益が最大化（費用が最小化）する手順を定量的に評価することで、

整備時期・整備水準や投資効果を検討することも合理的かつ有効と考えられる。 

○なお、海岸侵食の進行については、不明確な部分が多く、平均海面水位の上昇や波高の

変化に加え、波向の変化による影響も想定されるため、今後の新たな知見や観測データ

の蓄積等も踏まえ、継続的に検討を行っていくこととし、現時点では、平均海面水位の

上昇と高潮偏差の増大を対象に、段階的な対策の検討を進めていく。 

 

 
図 13 現状の施設機能の評価に基づく対策必要時期の確認・整理イメージ 
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＜コラム：リアルオプションの概要と検討事例＞ 

 

■リアルオプション分析の概要と将来の海面上昇の不確実性を踏まえた検討事例 

 ○リアルオプション分析は、将来の環境に不確実性が存在する際に利用される意思決定

手法で、将来起こり得るシナリオを網羅的に考慮したうえで、気候変動の状況をモニ

タリングしながら事業投資の適切な整備時期と整備水準の評価等を行うものであり、

気候変動下の環境政策の評価等に利用されている。 
 ○リアルオプション分析を用いた検討事例として、「文部科学省・気候変動予測研究プロ

グラム 領域課題 4 ハザード統合予測モデルの開発ハザード」において、気候変動に

よる高潮リスク増大に伴う海岸堤防の嵩上げを対象に、将来起こり得る海面上昇シナ

リオをモデル化し、海面上昇の状況に応じた年間リスク費用（高潮による期待被害額

＋嵩上げ費用）が最小となる整備時期や嵩上げ高について検討が進められている。 
 ○今後、土佐湾沿岸では、気候変動の不確実性等を踏まえて、将来の施設整備に手戻り

が生じないよう最適な整備時期等を検討する必要があることから、リアルオプション

分析等の新しい考え方についても必要に応じて参考にする。 

 

 
出典：「文部科学省・気候変動予測研究プログラム 領域課題 4 ハザード統合予測モデルの開発ハザー

ド 社会の将来変化予測に基づく適応戦略」 
図 14 リアルオプション分析による海面上昇に対応した海岸堤防の嵩上げの検討事例 
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5.6 土佐湾沿岸中央部における対策の優先順位 
以上の考え方を踏まえ、土佐湾沿岸中央部の高潮・高波に対する対策の実施箇所について、現

時点の知見に基づく優先順位を以下に示す。 
 
■優先順位の検討条件 

○「5.2 高潮・高波に対する対策（案）」に記載したとおり、気候変動の影響を考慮した

波のうちあげ高に対して、多くの海岸で堤防高が不足することから、高潮・高波に対す

る対策の実施箇所の優先順位を堤防高に着目し検討する。 

○施設の更新時期は、海岸保全施設台帳等から現況堤防の整備・更新年を整理し（耐震対

策工事が完了している堤防はその時点で更新されたものとして扱う）、ここでは耐用年数

を 50年として次の更新時期を整理（耐用年数については長寿命化計画に基づく施設の健

全度評価結果等を踏まえ今後詳細に設定することが必要）。 

○気候変動を考慮した将来の被害想定は、① 平均海面水位の上昇、② ①＋高潮偏差の増

大、を対象とした波のうちあげ高の算定結果より、現況堤防高が不足する時期及び 2100

年時点での不足高を整理（海岸侵食は対象外とした）。 

○背後地の状況は、現時点の主な土地利用、高潮・高波による浸水想定区域内人口（H30 事

業再評価等）を整理。 

 

■対策の優先順位が高い海岸 

○2100 年時点の堤防高の不足高は、香南(吉川・赤岡・岸本)海岸が 1.17m と最も大きく、

次いで、十市前浜海岸東側(東沢放水路より東側の県管理区間)、長浜海岸の順に大きい。

一方、新居海岸、仁ノ海岸では不足しない結果となった。 

○施設の耐用年数の観点からは、香南(吉川・赤岡・岸本)海岸を除いて当面更新の必要性

はないが、長浜海岸、十市前浜海岸東側(東沢放水路より東側の県管理区間)、香南(吉川・

赤岡・岸本)海岸では 2020 年代から 2030 年代に堤防高が不足し対応が必要となる。 

○想定浸水区域内人口は、長浜海岸、香南(吉川・赤岡・岸本)海岸では約 3,000 人と多い

が、戸原海岸や十市前浜海岸東側(東沢放水路より東側の県管理区間)は 600 人から 700

人程度と比較的少ない。なお、国立社会保障・人口問題研究所が公表している地域別将

来推計人口を踏まえると、本地域全体としては人口は減少していくものと想定され、背

後地の状況変化もよく踏まえた上で対策を検討する必要がある。将来推計人口について

は、国立環境研究所の「気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）」に日本版 SSP 別

メッシュ人口のシナリオが公開されており、このデータを活用した対策の検討が可能で

ある。 

○以上のことから、これまでの海岸侵食の影響（沿岸漂砂を阻害する構造物等によって土

砂の供給が少なく特に浅海域の地盤高が低い状況にある）もあり堤防の不足高が大きく、

被害発生が早期に予想され、背後地に人口・資産が多く存在している、「長浜海岸」、「香

南(吉川・赤岡・岸本)海岸」の対策を優先すべきである。 
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表 7 高潮・高波に対する対策の優先順位の整理 

 
※表中に「－」を記載した海岸は、現況堤防高が現行の波のうちあげ高に対して比較的高いため、2100 年時点の

波のうちあげ高に対しても堤防高が不足することはない。 
※本結果は、現行計画（現在実施中）の海岸保全施設整備事業の完了を想定した断面（既往の高知海岸保全技術検

討委員会での等深線変化モデルによる事業完了後の砂浜幅の予測値）を設定し、現状の施設状況（堤防、離岸堤

等）に基づいて検討したものである。今後の施設整備の状況によっては、結果が変わる可能性がある。 
 

 

図 15 土佐湾沿岸中央部の海岸の位置図 
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5.7 長浜海岸、香南海岸における気候変動適応策 
「5.6 土佐湾沿岸中央部における対策の優先順位」で設定した対策の優先順位が高い長浜海

岸、香南(吉川・赤岡・岸本)海岸について、今後、必要と想定される対策を整理する。 
 
■長浜海岸 

○高知市に位置する長浜海岸では、海岸堤防は昭和 50 年頃に完成し、その後、平成 26 年

から令和 2 年にかけて地震・津波対策として堤防の耐震・液状化対策が完了している。

また、高潮・高波対策として突堤の整備が平成 5 年から平成 23 年にかけて順次完了して

おり、今後ヘッドランドの整備が始まる予定である。 

○気候変動の影響を踏まえると 2030 年代に堤防高が不足することが想定されること、今後

整備が始まるヘッドランドの供用期間は 2100 年を待たずに終わることから、ヘッドラン

ドの整備にあたっては、気候変動の影響を踏まえた段階的な防護水準を設定するととも

に、波向の変化等についても検討を進め、気候変動に対応した施設への改良（嵩上げ、

形状変更等）を行っていくことが必要である。 

○また、既に整備済みの堤防や突堤についても、順次、堤防の嵩上げ等の気候変動を踏ま

えた対策が必要になると想定されるが、施設の耐用年数にはまだ余裕があること、ヘッ

ドランドの整備が優先であることを踏まえれば、段階的な防護水準の設定には、今後の

新たな知見や観測データの蓄積が特に重要となる。 

 

 

図 16 長浜海岸の施設・土地利用の状況 
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■香南(吉川・赤岡・岸本)海岸 

○香南市に位置する香南(吉川・赤岡・岸本)海岸では、海岸堤防は昭和 40年頃に完成して

いるが、地震・津波対策に着手していないことから、建設当時の構造物のまま建設後約

60 年を経過している。健全度評価の結果、機能は確保されているが進行する可能性のあ

る変状があり経過を観察する必要がある、と診断されており、要監視の段階である。な

お、農業用水の放水路（香宗川放水路）が堤防内を樋門構造で横断している箇所が存在

している。また、高潮・高波対策として離岸堤の整備が現在も進行中であり、最も古い

ものは昭和 63年に完成している。 

○気候変動の影響を踏まえると 2030 年代に堤防高が不足することが想定される。他方、南

海トラフ地震と老朽化の観点から堤防の改良が必要となっており、堤防の地震・津波対

策の実施にあたっては、気候変動の影響を踏まえた段階的な防護水準を設定し、現行計

画から嵩上げすることが必要となる。その際、樋門部分（香宗川放水路）については将

来的に手戻りが生じない構造を検討することが重要となる。 

○既に整備済みの離岸堤についても、順次、嵩上げが必要になると想定されるが、離岸堤

の嵩上げは対応が比較的容易なことも踏まえ、施設の更新時期を踏まえつつ、今後の新

たな知見や観測データの蓄積も踏まえ、対策の実施時期の設定や施設の設計を行ってい

くことが重要である。 

○その際、今後の離岸堤整備の必要性も含めて、気候変動の影響を考慮した対策のあり方

（将来の海浜地形や背後地の将来変化等を考慮した整備内容の見直し、施設整備以外の

対策との組み合わせなど）について検討していく必要がある。 

○そのため、侵食対策としては、離岸堤等の施設整備だけでなく、物部川においてダムか

ら下流へ土砂を供給するための永瀬ダム等での抜本的な対策や物部川から海岸へ土砂を

供給するための吉川漁港等での通過・運搬対策など、物部川流砂系において検討が進捗

している総合土砂管理の取り組みを進めることも必要となる。 

○更に、香南(吉川・赤岡・岸本)海岸には、堤防沿いに家屋が連担している地域や河川と

海岸に挟まれた土地利用が乏しい地域等が存在していることから、土地利用規制や事前

復興計画も踏まえた防災まちづくり等の都市計画との調整など、ソフト対策をハード対

策と連携し適切に組み合わせることも有効となる。 

 

 
図 17 香南(吉川・赤岡・岸本)海岸の施設・土地利用の状況 
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6. 今後の検討課題（今後の留意点） 
今後取り組んでいく必要がある検討課題（今後の留意点）を以下に列挙する。 

(1) 計画外力等に関する予測・評価手法 
本検討会では、d4PDF を用いて、土佐湾に影響を及ぼす台風を対象に、「高潮浸水想定区

域図作成の手引き」に基づいた台風・高潮・波浪シミュレーションを行い、現在気候（過去

実験）と将来気候（2℃上昇実験）の結果を比較することで、将来予測される高潮偏差・波浪

の変化を推算した。 
一方、気候変動の影響を考慮した外力の将来変化に関する検討は、全国的に進められてい

る途中段階にあり、今後様々な検討手法や知見が得られていく可能性がある。そのため、今

後の新たな知見や将来予測データの更新等に基づき、外力の将来変化の予測・評価方法等に

ついても、概ね５年毎を目安に、適宜、見直しや更新を行っていく必要がある。 
また、波のうちあげ高について、本検討会では、これまでの施設計画・設計に用いられて

いる手法（中村らの改良仮想勾配法）による検討を行ったが、今後の気候変動を踏まえた対

策の検討にあたっては、最新の知見や手法等も必要に応じて取り入れ、検討を進めていく必

要がある（中村らの方法では実際の波のうちあげ高を過少に評価するという研究事例もある

ことを念頭におく必要がある）。 
 

(2) 高潮・高波に関する防護水準（安全度） 
気候変動を踏まえた防護水準における高潮（高潮偏差）と高波（波高）の安全度（再現期

間）は、現行計画を踏襲することとした（高潮：昭和 45 年台風 10 号を除く既往の高潮偏差

の最大値、62 年。高波：30 年）。そのため、高潮（高潮偏差）と高波（波高）の安全度（再

現期間）が異なる結果となっている。土佐湾沿岸では、計画規模に相当する高潮・高波は台

風によって生じることを念頭におき、今後、新たな知見や将来予測データの更新等も踏まえ

ながら、例えば、同一台風規模での高潮・高波に関する予測・評価を行うなどして、分かり

やすい示し方にも留意しつつ、新たな安全度について検討を行っていく必要がある。この際、

高潮（高潮偏差）について、これまでは既往最大の観測値に基づき防護水準を設定してきた

が、今後は確率評価に基づいた防護水準の設定に転換していくことも重要である。 
 

(3) 設計波（沖波） 
防護水準に記載する設計波は、現行計画及び本検討会における推算結果を踏まえ、1/30 確

率における高知港水深 25m 地点の波高及び周期とし、現行計画で記載のある沖波という表現

から修正を行った。設計波は、計画・設計に際して、所管毎で様々な考え方により定義・設

定されていることから、関係機関との確認・調整を行いながら、計画等に使用する設計波（地

点、考え方等）について検討を行っていく必要がある。 
 

(4) 気候変動に伴う将来の海浜地形 
海浜地形（砂浜）は、気候変動に伴う平均海面水位の上昇や波高の変化に加え、波向の変

化にも影響を受けることから、平均海面水位の上昇や波向の変化等による海岸侵食について、

検討していく必要がある。ただし、特に波向の変化については現時点では不明確な部分が多
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いことを踏まえ、今後の新たな知見や観測データの蓄積等も踏まえ、継続的に検討を行って

いく必要がある。 
将来の海浜地形の検討にあたっては、潮位や波浪、海浜地形のモニタリングを継続的に実

施するとともに、海岸侵食に影響する波向の将来変化を精度良く予測できる手法を検討する

必要がある。 
 

(5) 南海トラフ地震に伴う地殻変動 
土佐湾沿岸は、南海トラフ地震に伴って周期的な隆起・沈降を繰り返しており、地震時に

急激な変化（広域地殻沈降等）が発生するものの、その後、土佐湾沿岸中央部では徐々に元

の地盤に戻る傾向にあることが確認されている。ただし、土佐湾沿岸東側の室戸岬周辺では

現在においても周期的な変動の最中にある可能性があり変動量も大きいため、今後の海岸保

全施設の計画・設計において地殻変動の状況に留意する必要がある。例えば、地殻変動は観

測される潮位データにも影響を及ぼす可能性があるため、観測データを使用する際には留意

する必要がある。 
なお、これまでの地震・津波対策では、地震時に生じる急激な地殻変動（広域地殻沈降）

や液状化沈降等は構造物の設計へ反映している。一方、周期的な隆起・沈降については、地

震・津波対策、高潮・高波対策とも計画・設計には考慮していない。今後は、新たな構造物の

整備や更新時点において、地殻変動の不確実性（発生時期、将来予測データ等）も踏まえつ

つ、その時点での知見や蓄積された地盤高データに留意し、設計を行っていく必要がある。 
 

(6) 将来の不確実性等を踏まえた対策 
気候変動を踏まえた海岸保全施設の整備・更新は、RCP2.6（2℃上昇相当）に基づく 2100

年時点の防護水準を目標に進めるが、気候変動には不確実性があること、対策範囲は広範囲

にわたり対策実施には長期間を要することから、対策の実施箇所の優先順位を検討し、また、

段階的な防護水準に基づく段階的な対策を検討する必要がある。 
その際、ハード対策だけでなく、避難や土地利用などソフト対策についても適切に組み合

わせることも検討する必要がある。 
検討にあたっては、長寿命化計画に基づく現状施設の健全度（実際の耐用年数）、事後的な

対策の難易度（堤防、離岸堤の嵩上げ等のように比較的柔軟な対応が可能な施設であるか、

水門の門柱や基礎等のように対応に手戻りが生じる施設であるかなど）、背後地の将来変化等

も考慮し、必要に応じリアルオプションの分析手法も参考としつつ、ハード対策の整備時期

や整備水準（堤防の嵩上げにおいて、最終的な堤防高に対してどの程度嵩上げするのか、一

度に整備するのかなど）を検討する必要がある。 
なお、背後地の将来変化については、今後想定される地域毎の人口減少率等に留意する必

要がある（土佐湾沿岸中央部では海岸毎に将来変化に大きな違いは生じにくいと考えられる

が、土佐湾沿岸全体では将来変化にも海岸毎に違いが生じる可能性があり適切に考慮する必

要がある）。 
 

以上 


